
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「戦争法案」廃案へ！超党派の取り組み 
超党派女性議員・元議員で呼びかけた「戦争法案を阻止する女性の会」 

 6月に立ち上げた「戦争法案を阻止する女性の会」では、賛同者を広

げ、署名を集めてきました。現在、賛同者は 700名を超えています。 

「戦争法案」の審議は参議院へと移り、山場を迎えようとしています。

廃案に追い込んでいく闘いも正念場です。立場や考えの違いを超えて、

一人でも多くの人が「戦争法案を廃案に！」の声をあげていくことが、

「廃案」の力になります。 

 「女性の会」では、下記のとおり、街頭での行動を行いますので是非

ご参加ください！（もちろん、男性の参加も歓迎です） 

戦争反対女性パレード㏌下通り 

  8月 16日（日）午後 2時 30分、 パルコ前集合 

 ＊パルコ前から、辛島公園までパレードします。 

＊目立つプラカードや横断幕などを持ち寄りましょう。 

＊ベビーカーを押して、子どもを連れて気軽にご参加ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

定例の街頭アピール・署名行動にもご参加を！ 

 毎週水曜日午後 4 時から（30 分）、下通りパルコ前で、街頭アピール・

署名行動を行っています。是非、ご参加ください。 

  8月の予定は、12日（水）・1９日（水）・26日（水） 

 

「市政懇談会」にご参加を！ 
 9月議会に向けて、市民のみなさんのご意見・ご要望をお伺いしたいと、

下記のとおり「市政懇談会」を開きます。  

どなたでもご参加できますので、お誘いあわせでおいでください。 

 お待ちいたします。 

  8月 17日（月） 午後2時より 

  国際交流会館 3階国際会議場 

  （主催）日本共産党熊本市議団  ℡ 328－2656 

 

弁護士による「無料法律相談」 
   毎月、定例の無料法律相談を行っています。8月の日程は下記の

とおりです。どなたでもご利用できます。 

  「事前予約制」です。ご希望のところへ、事前に予約の電話をお願

い致します。 

 ●8月19日（水） 午後2時～4時 

  中央区生活相談所（大江5－15－20） ℡ 375－2200 

 ●8月20日（木） 午後6時～8時 

  北区生活相談所（武蔵ケ丘1－10－1） ℡ 338－2001 

 ●8月21日（金） 午後１時～４時 

  菜の花法律事務所（南区江越1－17－12） ℡ 32２－2600  

 ●8月24日（月） 午後4時～6時 

  東区生活相談所（水源1－14－1） ℡ 367－9746 

 

 

 

 
ＮＯ．９５９ 
2015年 8月 9・16日合同号 
電話 ３２８－２６５６ 

FAX ３５９－５０４７ 

 

熊本市中央区手取本町１－１議会棟   

メール：kumamsu@gamma.ocn.ne.jp 

ホーム：http://www.jcp-kumamoto.com/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本共産党 市議会だより 2015年 8月 9・16日号 

 ７月２２日～２４日に、市

議会経済委員会の視察が行

われました。経済委員会は、

農水商工・文化・観光など

を所管していることから、

相模原市の「文化を活かし

たまちづくり」、八王子市

の「道の駅・農産物物産館

の取り組み」、川越市の「歴

史的建造物保存と景観を

活かした街並みづくり」に

ついて調査を行いました。 

 熊本市と同じ政令指定都市

である相模原市は、心の豊かさ

を育む「文化」を通し、まちづ

くり・ひとづくりを進めていく

ため、文化創造の拠点施設とし

て「アートラボはしもと」とい

う施設を設置しています。 

市内にある４つの美術大学

を大切な地域資源と位置付け、

学生が運営に積極的に関わる

なかで、大学、商店街、市民、

小中学校を結ぶ役割を果たし

ています。 

民間委託や指定管理などは

導入せず、市の直営で運営さ

れ、職員の知恵と情熱により、

多彩な活動が展開されていま

した。市と美大が連携し、市民

が文化を育む様々な企画（美

術、木工、紙芝居、童謡、医療

やプロレスなども文化の側面か

ら接近した企画など）を展開し、

市民が文化に触れ、豊かな心を

育むことを通じたまちづくりが

特徴的でした。 

 熊本市においても、大学との

連携、歴史や環境面での地域資

源の活用など、参考にできるこ

とが多くあると感じた視察でし

た。 

 

◆募集案内書の配布◆ 

【日時】８月３日（月）～１４日（金） 土・日を除く 午前９時～午後５時 

【場所】市営住宅管理センター（市役所９階）、区役所、総合出張所、出張所 

◆申し込み受付◆ 

【日時】８月９日（日）～１５日（土） 午前９時～午後５時 

【場所】市役所別館 駐輪場８階  【持参物】印鑑、世帯所得のわかるもの 

◆問い合わせ◆ 

平日：中央区・北区・西区の住宅 ３２７－５１０１ 東区・南区 ３１１－７８３３ 

土日：３２８－２４６１（住宅課） 

山部ひろし議員の一般質問 No.5 

熊本市の国保料の負担は 4人家

族、年収 200 万円の世帯で、年間

38 万円を超えています。全国 20

の政令市、および熊本県下 14の市

のなかでワースト 3 という重い負

担を強いられています。限界を超

えた負担に、保険料を払えない世

帯が増え、本市では 2014年度、保

険料滞納を理由に短期保険証が

16,350世帯、資格証明書も 34世帯

に発行されています。いずれも無保

険に近い状態で受診抑制につなが

りかねません。 
 
また、国保の運営を市町村から県

へと移す「広域化」も問題です。公

的医療に対する住民の声が届きに

くくなるうえ、市町村独自の公費繰

り入れがなくなることで、医療費の

更なる高負担にさらされることに

なります。 
 
構造的な矛盾をかかえる国保に

ついては、厳しい滞納処分や、広域

化などではなく、滞納世帯の生活実

態の把握、そしてなりより、保険料

引き下げのため、国庫負担割合の引

き上げを、自治体の責任として国に

しっかり要望するよう、強く求めま

した。 

 

を発行されて計画修繕の積み残

しは決して少なくありません。また

その件数は、毎年増え続けていま

す。 

こうした積み残しがある一方で、

計画修繕の予算は、ここ数年横ばい

です。いまの予算では、どれだけ計

画修繕を進めても、毎年、さらに新

しい計画修繕の住宅が出てくるこ

とになり、これでは、積み残しの件

数は増え続けるばかりです。 

市は管理者として適切な住環境

を提供する責任があります。抜本的

な予算の引き上げを強く求めまし

順位 都市名 国保料（14年度）

1 堺市 41万5940円

2 京都市 39万4574円

3 熊本市 38万7110円

4 福岡市 38万5800円

…

17 仙台市 27万9320円

18 相模原市 27万7800円

19 神戸市 26万5510円

20 広島市 20万4931円


